
相 談 窓 口（無料）
申＝予約など申し込み用電話番号　問＝問い合わせ用電話番号　相＝電話での相談ができる電話番号
相談名 日時／申込み・問合せ 場所

一
般
相
談

法律相談
（予約が必要）

７月 6 日（火）、20日（火）10：00 ～ 12：00
７月12日（月）、26日（月）18：00 ～ 20：00
申中央公民館窓口
電話での予約はできません。窓口にお越しください
問企画グループ☎079（435）0356 

中央公民館

心配ごと相談 毎週火曜日（祝日を除く）13：00 ～ 16：00
問播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712　

福祉しあわせセ
ンター

行政相談 ７月26日（月）9：30 ～ 11：30
問企画グループ☎079（435）0356 中央公民館

人　
　
権

困りごと相談
７月 8 日（木）13：00 ～ 15：00
問播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712
播磨町人権擁護委員がご相談を伺います

福祉しあわせセ
ンター

人権相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）8：30 ～ 17：15
問神戸地方法務局加古川支局☎0570（003）110（全国共通ナビダイヤル）

神戸地方法務局
加古川支局

消
費
生
活

消費生活・
多重債務相談

毎週月～金曜日9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00（祝日を除く）
申 問 相播磨町消費生活センター☎079（435）1999 

住民グループ（⑥
番窓口）

司法書士による多重債
務相談（予約が必要）

７月 8 日（木）13：30 ～ 15：30
申 問 播磨町消費生活センター☎079（435）1999 中央公民館

納　
　
税

休日納税相談
毎月第４日曜日9：00 ～ 12：00
問税務グループ☎079（435）0358　
直接、お越しください（休日のため、中央公民館側通用口をご利用ください）

税務グループ

税理士会の税務相談
（予約が必要）

毎週火曜日13：30 ～ 16：30　
申 問 近畿税理士会加古川支部☎079（421）1144 

加古川税理士会
館

商
工
業

税務相談
（予約が必要）

７月 2 日（金）13：00 ～ 15：00
申 問 播磨町商工会☎079（435）1630　商工業者のための税務相談 播磨町商工会館

起業・開業相談
（予約が必要）

７月 9 日（金）13：00 ～ 15：00
申 問 播磨町商工会☎079（435）1630　
開業予定者及び開業まもない人のための相談

播磨町商工会館
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あんぜん・あんしん
　　　 暮らしのメモ帳

【
事
例
】　

　
病
院
職
員
を
騙
り
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
の
予
約
を

代
行
す
る
と
言
っ
て
電
話
が
か
か

っ
て
き
た
。
不
審
に
思
っ
て
す
ぐ

に
電
話
を
切
っ
た
の
で
自
分
に
は

被
害
は
な
い
が
、
町
内
の
他
の
人

に
も
電
話
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

の
で
心
配
だ
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

●
右
の
事
例
の
他
に
も
「
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
優
先
順
位
を
上
げ
る
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ス
マ
ー
フ
ォ

ン
に
届
い
た
」「
余
っ
た
ワ
ク
チ

ン
を
優
先
的
に
案
内
し
て
い
る
と

電
話
が
あ
っ
た
」
な
ど
の
相
談
が

全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
行
政
機
関
の
職
員
や
医
療
関
係

者
を
騙
る
人
物
、
或
い
は
行
政
か

ら
委
託
さ
れ
た
と
い
う
業
者
か
ら

電
話
や
訪
問
が
あ
っ
て
も
、
話
の

内
容
が
不
審
だ
と
感
じ
た
時
は
き

っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

心
当
た
り
の
な
い
発
信
元
か
ら
の

怪
し
い
メ
ー
ル
が
届
い
て
も
無
視

を
し
ま
し
ょ
う
。

●
行
政
機
関
の
職
員
が
「
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
必
要
」
な
ど
と
説
明
を

し
て
、
個
人
情
報
や
金
融
機
関
の

情
報
を
電
話
や
メ
ー
ル
で
聞
く
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
個
人

情
報
を
答
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

●
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
無
料
で
す
。

ワ
ク
チ
ン
に
関
連
す
る
費
用
を
請

求
さ
れ
た
場
合
は
詐
欺
を
疑
い
ま

し
ょ
う
。
不
審
な
勧
誘
に
は
耳
を

貸
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
少
し
で
も
お
か
し
い
と
感
じ
た

り
、
不
安
に
思
っ
た
時
は
播
磨
町

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
０
７
９
｜

４
３
５
｜
１
９
９
９
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
ま
た
、土・日
曜
日
、祝
日
は
（
平

日
も
含
む
）
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ

ン
詐
欺
　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
０
１
２
０
｜
７
９
７
｜
１
８
８

を
併
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い

ワ
ク
チ
ン
詐
欺
に
気
を
つ
け
て
！

急
増
中
で
す
！！か

た

相談名 日時／申込み・問合せ 場所

福　
　
　
祉

福祉総合相談窓口 火～土曜日 9：00 ～ 16：00（受付時間）　問 相☎079（430）6000

福祉会館

障がい者相談員相談

知的障がい者（児）相談　
精神障がい者（児）相談　毎月第２火曜日　13：00 ～ 14：30（祝日は振替）
発達障がい者（児）相談　
身体障がい者（児）相談　毎月第４土曜日　10：00 ～ 11：30（祝日は振替）
問 総合相談窓口☎079（430）6000　 同じような悩みや経験をしている人
に相談したい人のために、障害のある人またはその家族が相談を伺います 

障害福祉なんでも
相談室（予約が必要）

知的障害　毎週火曜日　精神障害　毎週金曜日  10：00～12：00（祝日を除く）
問 申 総合相談窓口☎079（430）6000 
社会福祉士などの資格をもつ専門家が伺います  

成年後見相談 毎月第２火曜日・第４火曜日　10：00 ～ 16：00
問 申 総合相談窓口☎079（430）6000　社会福祉士の資格をもつ専門家が伺います

生活困窮など相談
毎週木曜日　10：00 ～ 16：00（祝日を除く）
問 申 総合相談窓口☎079（430）6000　 家賃が払えない、生活できないな
どの生活の困りごとの相談を伺います

地域ふれあい介護相談

毎日、下記の各事業所で相談を伺っています
　あっぷるグループホーム播磨　   　   問☎078（944）1799
　CHIAKIほおずき播磨　　　　   　     問☎078（949）1566
　小規模多機能型居宅介護みんなの家　問☎079（437）1002
　あえの里弐番館　　　　　　　    　  問☎079（436）6001
　ゆとり庵　大中　　　　　　　    　  問☎079（441）2770

福祉相談
７月21日（水）13：30 ～ 16：00
問播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712 
民生委員・児童委員がご相談を伺います 

福祉しあわせ
センター

母子父子家庭相談
（予約が必要）

７月 9 日（金）、30日（金）10：00 ～ 16：00
申 問 福祉グループ☎079（435）2362 福祉グループ

子　
育　
て

子育て相談
毎週月～土曜日（祝日を除く）10：00 ～ 16：00　
問 相 北部子育て支援センター☎078（944）0717 　
問 相 南部子育て支援センター☎079（437）4188

臨床心理士による子
育て相談（予約が必要）

７月 1 日（木）13：00 ～ 15：00　問 申北部子育て支援センター☎078（944）0717
７月29日（木）13：00 ～ 15：00　問 申南部子育て支援センター☎079（437）4188 

主任児童委員による
子育て相談

７月26日（月）13：30 ～ 16：00
問 播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712 

福祉しあわせ
センター

子どもの悩み相談 月・火・木・金曜日　9:00 ～ 16:00
問 相 ふれあいルーム☎079（437）4141　播磨町教育委員会内の相談室です

ふれあいルー
ム（第２庁舎）

相 談 窓 口（無料）
申＝予約など申し込み用電話番号　問＝問い合わせ用電話番号　相＝電話での相談ができる電話番号

成年後見人すずさん活動記⑩
〇月×日　P さんの将来

　両親とともに実家暮らしの被保佐人 P
さんは、将来は一人暮らしをすることを希
望されています。両親は、「この子は私た
ちがいなくなった後は一人で生活しなきゃ
ならないが、心配ばかりだ」とおっしゃい
ます。子を思う親心もわかりますし、一人
で頑張りたいと思う Pさんの気持ちもよ
くわかります。そこで、Pさんと、担当の
相談支援専門員、両親みんなでこれから先
のことを考え、今後、グループホームを見
学してみることと、家事のお手伝いをして
家事を覚えることを目標にしました。将来
への意思決定は少しずつ準備しながら、状
況については、その都度確認することが大
切です。

成年後見相談でお話しませんか？
▶︎問合せ　総合相談窓口　☎ 079（430）6000
　　　　　　社会福祉士がお待ちしています。
▶︎日時　７月13日（火）、27日（火）
　　　　10：00 ～ 16：00（予約優先）
▶︎場所　福祉会館
成年後見サロンを開きます！
　７月 13 日の相談日 13：30 ～ 14：30 は、気軽におしゃべりで
きるサロンとして今回は、「エンディングノートをつくろう」を開
催します。定員４人のため希望者は予約をしてください。

成年後見って？
　成年後見制度は、認知症や精神疾患等により、判断能力が十分で
ない人に対し、生活の中で必要な手続きや契約、介護や福祉サービ
スの導入や入院時の対応、金銭や不動産などの財産管理について、
ご本人の代理または同意や取消しを行い、安心して生活できるよう
に支援する仕組みです。
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